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ただ今より、茨木市国民保護協議会を開催させていただきます。 

それでは、開会にあたり、本会の会長、福岡市長からご挨拶を申しあげま

す。 

 

会長あいさつ 

 

本協議会の議長は、茨木市国民保護協議会条例第５条第１項の規定により、

会長が務めることとなっておりますので、市長よろしくお願いいたします。 

 

本日の会議につきましては、本市審議会等の公開に関する指針に基づきま

して、公開とさせていただきます。傍聴及び会議録についても公開したい

と考えております。また、会議録につきましては、要点筆記とし、発言者

の氏名表記は自由な議論を行うため、省略とし、その作成につきましては、

会長一任とさせていただきたいと考えておりますが、こちらご異議ござい

ませんでしょうか。 

 

《異議なしの声》 

 

「茨木市国民保護計画の変更（案）」について、担当から説明を求めます。 

 

それでは、「茨木市国民保護計画（案）の変更について」ご説明申し上げま

す。まず、平成 16年に武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に

関する法律（国民保護法）が施行され、平成 19年に本市国民保護計画を作

成していますが、この度、国が「国民の保護に関する基本指針」及び大阪

府が「大阪府国民保護計画」を変更されましたことから、大阪府の協力を

受けながら、お手元の資料３「茨木市国民保護計画の主な変更内容」にお

示しする、知事による確認協議が必要な 10項目について変更を行い、あわ

せて、本市機構改革などの時点修正や文言の整理などを行い、この計画の

変更案を作成いたしました。 

 この変更案については資料２のとおりです。 

変更内容について、資料３に基づいて説明させていただきます。 

変更内容は 10 項目ございます。 

 

《資料３についての説明》 

 

それでは、ただ今の説明及び計画変更について、ご意見、ご質問がござい
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ましたら、発言をお願いいたします。 

 

《質疑なし》 

 

次に、「茨木市国民保護計画の変更について」の答申について、お手元の資

料５をご覧ください。こちらにつきまして、「茨木市国民保護計画の変更に

ついての答申(案)」とすることでよろしいか。ご意見、ご質問がございまし

たら、ご発言をお願いいたします。 

 

《質疑なし》 

 

それでは、本協議会としまして、資料５のとおり答申するということでよ

ろしいでしょうか。 

 

《異議なしの声》 

 

それでは、答申案のとおり承認し、答申することといたします。 

今後の事務の進め方につきまして、事務局から説明を求めます。 

 

本協議会からの答申いただきました後、その内容を尊重し、すみやかに、

市の計画案として完成させた後、国民保護法第３５条第５項の規定に基づ

き、府知事との協議を行いまして、計画を確定させたいと考えております。 

その後、同法第３５条第６項の規定により、市議会に報告し、市民の皆様

に公表するという流れで事務を進めてまいります。 

 

ただ今、事務局から今後の事務の進め方について説明がありましたが、ご

意見・ご質問はございませんでしょうか。 

 

《質疑なし》 

 

皆様のご協力によりまして この答申案をまとめることができましたこと

を厚くお礼申しあげます。これにて本日の議事を終了させていただきます。 

 

 


